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＜＜＜新旧対照表＞＞＞ 

○防火対象物定期点検報告制度事務処理要綱（平成15年10月１日消防本部訓令甲第３号）の一部を改

正する規程新旧対照表 

部署名：予防課 

新 旧 

○防火対象物定期点検報告制度事務処理要綱 ○防火対象物定期点検報告制度事務処理要綱 

平成15年10月１日消防本部訓令甲第３号 平成15年10月１日消防本部訓令甲第３号 

改正 改正 

平成29年３月31日消本

訓令甲第４号 

平成29年３月31日消本

訓令甲第４号 

令和元年６月27日消本

訓令甲第２号 

令和元年６月27日消本

訓令甲第２号 

防火対象物定期点検報告制度事務処理要綱 防火対象物定期点検報告制度事務処理要綱 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この要綱は、消防法（昭和23年法律第186

号。以下「法」という。）第８条の２の２第１

項の規定による防火対象物定期点検報告（以下

「防火対象物定期点検報告」という。）につい

て、必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この要綱は、消防法（昭和23年法律第186

号。以下「法」という。）第８条の２の２第１

項の規定による防火対象物定期点検報告（以下

「防火対象物定期点検報告」という。）につい

て、必要な事項を定めるものとする。 

（防火対象物定期点検報告要領） （防火対象物定期点検報告要領） 

第２条 防火対象物定期点検報告は、法令に定め

るもののほか、次に掲げるところにより行うこ

ととする。 

第２条 防火対象物定期点検報告は、法令に定め

るもののほか、次に掲げるところにより行うこ

ととする。 

(１) 消防法施行規則第４条の２の４第３項の

規定に基づき、防火対象物の点検の結果につ

いての報告書の様式を定める件（平成14年消

防庁告示第８号。以下「消防庁告示」という。）

の様式を用いて行うこと。 

(１) 消防法施行規則第４条の２の４第３項の

規定に基づき、防火対象物の点検の結果につ

いての報告書の様式を定める件（平成14年消

防庁告示第８号。以下「消防庁告示」という。）

の様式を用いて行うこと。 

(２) 多治見市消防法施行細則（平成15年規則

第77号）第４条に規定する市長が定める基準

についての報告は、別表の点検要領に基づき

実施した点検結果を、別記様式第１号から別

記様式第３号までの様式を用いて、前号の様

式に添付して行うこと。 

(２) 多治見市消防法施行細則（平成15年規則

第77号）第４条に規定する市長が定める基準

についての報告は、別表の点検要領に基づき

実施した点検結果を、別記様式第１号から別

記様式第３号までの様式を用いて、前号の様

式に添付して行うこと。 

(３) 正副２部を提出すること。 (３) 正副２部を提出すること。 

（事務処理の主体） （事務処理の主体） 

第３条 防火対象物定期点検報告に係る事務処理

は、当該防火対象物所在地の所轄消防署長（以

下「署長」という。）が行うものとする。 

第３条 防火対象物定期点検報告に係る事務処理

は、当該防火対象物所在地の所轄消防署長（以

下「署長」という。）が行うものとする。 

（受付と審査） （受付と審査） 

第４条 防火対象物定期点検報告があった場合

は、記載事項について審査し、必要に応じて査

察を実施し記載事項を確認するものとする。 

第４条 防火対象物定期点検報告があった場合

は、記載事項について審査し、必要に応じて査

察を実施し記載事項を確認するものとする。 

２ 前項の内容に点検基準に適合しない事項があ

った場合は、消防庁告示に規定する防火対象物

点検結果報告書の副本に、改善を要する旨を記

載して届出者に返却するものとする。 

２ 前項の内容に点検基準に適合しない事項があ

った場合は、消防庁告示に規定する防火対象物

点検結果報告書の副本に、改善を要する旨を記

載して届出者に返却するものとする。 

３ 第１項の審査又は査察の結果、点検基準に適

合すると報告があった事項が点検基準に適合し

３ 第１項の審査又は査察の結果、点検基準に適

合すると報告があった事項が点検基準に適合し
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ないと判明した場合は、相当の期間を定めて当

該報告書の補正を求めるとともに、悪質なもの

については消防長に報告するものとする。 

ないと判明した場合は、相当の期間を定めて当

該報告書の補正を求めるとともに、悪質なもの

については消防長に報告するものとする。 

（電子情報処理組織による報告） 【新設】 

第５条 この要綱に定める消防長に対して行われ

る報告のうち、次の表の左欄に掲げる規定に係

る同表の右欄に掲げる書類の提出については、

これらの書類の各欄に定める事項を記録した電

子情報処理組織を使用する方法により行うこと

ができる。 

第２条第１項 平成14年消防庁告示

第８号による報告書 

第２条第２項 別記様式第１号から

別記様式第３号によ

る報告書 
 

※e-Govによる申請が可能な様式：表に列挙 

 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法によ

り報告を行う者は、当該報告を書面等により行

うときに提出すべきこととされている書面等に

記載すべきこととされている事項その他消防長

が定める事項を、当該報告の使用に係る電子計

算機から入力して、報告を行わなければならな

い。 

※電子情報処理組織による申請の手続 

 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法に

より報告が行われた場合において、当該報告を

する者の使用に係る電子計算機から入力された

事項を消防長の使用に係る電子計算機から出力

した書面は、当該報告についてこの要綱の規定

による様式により提出された報告とみなす。 

※電子情報処理組織による申請内容を印刷した用

紙の取扱：規定の様式による申請書等とみなす 

４ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法に

より、同一の内容の報告を複数必要とする報告

（副本又は写しを正本と併せて必要とするもの

を含む。）が行われた場合において、当該報告

のうち１通に記載すべき事項が入力されたとき

は、その他の同一内容の報告に記載すべき事項

の入力がなされたものとみなす。 

 

５ 消防長は、前項に規定する報告を受理し点検

基準に適合しない事項があった場合は、消防長

の使用に係る電子計算機から出力した書面に改

善を要する旨を記載して報告者に交付するもの

とする。 

 

附 則 附 則 

この要綱は、平成15年10月１日から施行する。 この要綱は、平成15年10月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日消本訓令甲第４

号） 

附 則（平成29年３月31日消本訓令甲第４

号） 

この訓令は、平成29年４月１日から施行する。 この訓令は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月27日消本訓令甲第２

号） 

附 則（令和元年６月27日消本訓令甲第２

号） 

この訓令は、令和元年７月１日から施行する。 この訓令は、令和元年７月１日から施行する。 
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附 則（令和●年●月●日消本訓令甲第●

号） 

 

この訓令は、令和●年●月●日から施行する。  

≪略≫ ≪略≫ 

  

摘 

要 

改正理由 

e-Gov電子申請用の様式が通知され、当該要綱に電子申請を可とするため所定の改正を行うも

の。※e-Gov電子申請用の様式変更不可 

 


